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自動車の集中管理とその実績
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①概要と経過　現代のような高度化された文化生活に直結する

行政処理を，適切かつ敏速にその効果をあげるためには，機動

力とその運用に期待するところが大きい。

　本市としても，その手段として，庁用自動車の効率的利用方

法を考究しなければならない時を迎えた。そこで，旧態依然と

している役所という機構の上に定着した，長い間の習性を踏破

して，庁用自動車の集中管理による，輸送業務の円滑な運営に

よって，本市行政の発展の一助を期することとなったのであ

る。この構想については，総務局人事課において資料収集と検

討を加え，昭和38年10月に，一応の実施体制がなされ以後輸送

第１表　機構及び配車台数

事務所を仮設して準備期間に入り，同年12月１日から発足することになった。その現況は

第１表のとおりである。

　当時，すでに４大市は実施していたが，その運営と管理内容に本市のような複雑さがな

く，ほとんどが部分管理体制からなり，乗用車のみが主軸となっていたり，事業用車は除

外するというケースであった。本市の場合は管理運用上の主目的が均衡稼動と円滑な運用

を効果的かつ敏速に実施することであるごとを考えると，部分的管理では十分な効果はあ

げられないのではないかと思われた。

　そこで，本庁で使用しているうちの，特殊自動車ならびに交通・水道・消防・市会・区

役所・大学を除いた兼用車・ライトバン・ジープ・バス等，人員輸送に適すると思われる

ものはすべて，管理の対象とした。これを年式別にみたのが第２表である。

　しかし、近来の交通事情の驚くべき変異を考えた場合，完全輸送と敏速にして効果的な

運用が，しばしば阻止される懸念があり，いかに

して安全かつ適切に輸送業務を遂行できるか疑問

であったが，それらについては職員責務と経験に

期待し，対処することとした。

　ところがご承知のように，庁用自動車の集中管

理前の管理形態は各廨各様であった。たとえば，

第２表　年式別一覧表　　　39　8　1現在
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事業局では事業量の増大とその計画推進のため，車両の保有数は必然的にふえ，その他の

局においては専用車のみの状況で，緊急時の際は傭車または各席の相互連携により利用し

ていた。

　このような条件のもとに，事務事業を推進していた各席の車両を統一管理した場合，当

然ながら各席事務事業計画が遅滞するのではないかと心配した。しかし，各廨で管理して

いた当時には不均衡稼動のあったことは否定できない事実であり，従来の習性から脱皮す

ることの困難さはあったが経済原則の最大効果を生むために実施にふみきったのである。

②効果的利用方法　輸送体制からみた需要供給のアンバランスはもとより，緊急事態も考

慮しておかねばならず，要は平常の配車問題をいかに処理するかということであった。そ

こで種々検討した結果，申込順位による優先配車を実施することにした。この方法による

と車両を運用する面では，車両に対する連番を付すことで，配車計画上の利点があり，利

用時間の記入により計画的運用を行なうことができた。

　利用者側としては申込の上，配車計画に従って利用することになり，集中管理前のよう

な不均衡稼動が解消され，運転担当者間の精神的アンバランスと疲労度の調整を計ること

ができ，これによって能率的運用と効果的利用が行なえるものと考えた。

　ここで重要なことは，運転職員の連帯感による相互扶助と，均衡稼動によるバランス保

持の問題であり，これは集中管理業務の根本を左右するものでもある。相互扶助について

は，従来の運転職員の一部認識不足から種々問題も生じており，供用という自動車管理の

盲点ともなっている。利用者側からすれば，気持よく乗せもらいたいと思うのであろう

し，運転職員も，従来は特殊職業であるという自認と，役所という長い間の慣習の上に安

住して，ある程度の過剰意識がなかったとはいえないが，これらに対する発足時の職員一

同の心構えの刷新ははっきりみられた。

　しかし，不平不満もまだいくらかは残っていた。このような事態は，現状の車両種別が

雑多である以上，均衡稼動という問題として，当然生じてくる。たとえば，Aは新車の乗

用車，Bは老朽のライトバン，そして大型と小型，これでは全体的な均衡上，同一化する

ことは無理てあり，ここに効果的利用を行なう上での最大の難点がある。

　このような状況下におかれた，集中管理の基本的差異と欠陥は，配車技術と利用毎の車

両選定により遅滞なき運用を計る以外に方法はないが，将来計画においては車種統一が先

決となってくる。したがって利用者側としては，希望する車種が十分でない場合もある。

まだ物品関係その他の輸送についても実施してもらいたいと,の意向もあろうが，現在の車

種では人員輸送が集中管理の主目的である以上やむをえないのである。物品関係等の輸送

については，特定車両を指定しておいて乱担当者の交替問題と，常時使用するか否かで

問題がある。
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　以上のように車両の連番制と申込制度等によって，従来あった運転担当者間の精神的，

肉体的アンバランスの解消と均衡稼動が完全に基礎づけられることが必要で，これによっ

て集中管理体制の円滑な運営が，その効力を発揮するのではないかと考える。

③配車計画とその運用　輸送業務を円滑に運用する上でのポイントである，配車計画とそ

の実施については，まだまだ運転担当者間での認識不足と，車両の不統一等からくる配車

係との摩擦を生ずることがある。従来の長い慣習からくる，運転担当者共通の特異的存在

と，また，運転担当者間にあった精神的ハンデとが，効率的運用の主目的である「供用に

よる不均衡是正」という要点の，無理解にあったのではないかと思う。また配車係も業務

に携わるとき，昨今までは運転担当者としての同僚であるため，運転担当者間での精神的

問題が生じてくることが考えられる。

　そこで利用者と運転担当者との間の，あらゆる面での調整を考慮し，車両と車種毎の輸

送能力を加味しつつ，利用申込に応ずる適切な配車を即断即決により処理することの難し

さがある。すなわち，利用者側の最大限利用と運転担当者に対する労務管理に加えて車両

の定期的検査，修理，休暇等，車両は一定することがない。そのため，本市全般的行事並

びに季節的業務の集中する時期には，その対策に苦慮している。

　現今の交通事情からくる，運転担当者の精神的疲労をいたわりながら，配車係の鋭意即

断による計画と実行が本市行政の一助となる努力をしなければならない。

④車両整備問題　現今の交通事　第３表　昭和39年度自動車管理費予算と粁当り算定表

修繕料は約900万円と全体の２割程度になっている（第３表）。
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情からみた車両整備は，交通量

の増大と相まって，その的確性

を要望されている緊急問題であ

る。事故発生も，その大半は車

両整備の不充分に起因している

ともいわれている。

　輸送業務の原動力となる車両

の完全整備について本市として

の処理体制は整備係による補足

修理と，運転担当者の日常の点

検整備並びに外注に頼ってい

る。参考までに，昭和39年度予

算（自動車管理費)をみると，



⑤事故対策　この問題は車両管理の上で最も危ぐすることである。他動的であれ，自動的

なものであれ，事故発生後の処理と完結までの運転担当者のいだく精神的影響は，結果的

な良否は別として非常に大きい。防止策としては，運転担当者の自覚によることはもちろ

んであるが，健康で精神的な安定と車両の常時点検整備及び安全運転の点が常に好条件で

あることが望ましく，これにより事故のほとんどが未然に防止できると考える。

　とくに精神的問題としては，運転担当者それぞれの家族または職場関係から生ずる不安

が肉体的疲労となり,事故の非常に重要な一因となっている。そのように考えるとき，家

族はもちろん運転担当者と利用する職員間の相互理解を深めることが大切である。

⑥現行の料金問題　誰でも気軽に乗れる供用車のキャッチフレーズよろしく発足体制に入

ったとき，需要供給のアンバランス解消と，無駄を省き実をあげるとの根本方針から，当

分の間使用の規制を考えたのである。

　各廨予算の範囲内でも事務事業の計画遂行の上からも，車の需要増を予想することは困

難なので，現状の輸送体制では使用規制を考えねば乱用されるおそれがある。一方，これ

は運転担当者に対する均衡稼動と精神的，肉体的バランスの調整に無理を生ずないために

も必要である。

　要するに料金徴収制度の主眼は，利用者側か自ら使用を規制することにあり，事務的な

繁雑さはあるが，集中管理業務の主旨をよく考えたうえ利用者側の協力をえて，逐次その

効果をあげていきたいと思う（第３表参照）。

⑦傭車問題　利用者側にとって，事務事業を遂行する上で供用車を確保し，これを最大限

に利用することが大切であることは，先にものべたとおりである。だが供用車の絶対量不

足とその利用時間には，各席共通の一定時間があり，これが最も混乱するときである。供

用車がない場合は，輸送事務所長の承認をえて民間業者からの傭車をすることになる。そ

の実績は発足当時が丁度，年末，予算編成期，年度末と，時期的には車両の利用率が年間

を通じての最多忙期であったが，民間業者からの傭車は集中管理前の月平均傭車台数にく

らべても最少限で済ますことができた。

　その原因は，利用者側に供用車の利用方法がよく理解されていなかったことと，運転担

当者の新体制実務に対する気分的な刷新から，休暇等がほんどなく日夜輸送業務に精励し

たためである。しかし集中管理目的が，適正にして均衡な稼動を条件とした効果的利用を

主目標とし，それによって必然的に生ずる経費節減並びに傭車の抑制等であると考える

と，年毎に増大する事務事業の増大に対しては現在の集中管理規模からしても，その順応

性は大いにあったとみてよい。

　とにかく昭和38年度の実績からみて，昭和39年度の傭車については相当抑制できると考
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えていたのだが，運転担当者の休暇，ある　第４表　局別傭車状況一覧表

いは利用者側か利用方法を熟知するにした

がって徐々に傭車台数が上昇してきたので

ある（第４表）。

　まず運転担当者の休暇については，集中

管理前はその車両並びに担当者が各席管理

という形であり,車両の台数も事務事業量

に比べて最低限度であげ，その担当者はほ

とんどが休暇も返上しての勤務であった。

事実，車両の定期検査，修理という時のみ

が担当者にとっての休息であった。集中管

理になって，このような労務管理上の休暇

問題も相互連携により，それぞれが考え実

行し，精神的，肉体的アンバランスを自ら

が調整している。

　他方，このことによって配車計画上，傭

車の問題が当然生じてくるのであるが，集

中管理前のように疲労の身体に鞭うち，飽

和状態を持続させながら勤務することは非

常に危険である。自らのバランス調整は結

(昭和38年12月～昭和39年６月までの実績)

果的にはその効果はあると考えられ，また集中管理の基本的施策であるともいえよう。つ

ぎに，利用者側の利用方法が上手になってきたことであろう。従来，または発足当時は配

車のない場合には，その事務事業の内容によって，市内の場合は市電・市バス・国電等を

利用していたと思われるものが，最近は「配車のない場合は翌日にしよう」などの，利用

者側の声も一部に聞かれる。市内出張も，他の交通機関の利用が減少して，その遠近にか

かわらず，供用車を利用する傾向があるのではないかと想像されるのである。

　傭車の増加は季節的なものは例外として，今後の平常業務においても，相当な増加が考

えられる。

⑧業務効果とその実績　集中管理の結果，以前のような利用に際しての特定利用者等の偏

重はなくなり，誰でも気軽に利用できるようになった。運転担当者にとって乱稼動条件

の不均衡是正が確立したことによって，ある程度の問題が解消された。また，経費の点で

は，供用車の統括的管理運営が行なわれ，利用者側が民間業者から傭車する際は輸送事務

所の承認が必要となったので，これによる乱用防止策により相当額の経費節減を図ること

ができた。
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第５表　自動車集中管理実績比較（38年12月～39年３月） 稼動総台数91両

　以上のような集中管理業務上の利点，欠点が生じてはいるか，その実績は第５表に明示

されているとおりである。そこで，そのうち集中管理前の走行粁と管理後の実績との差異

が甚しい点について補足説明をする必要がある。

　集中管理の準備期間中に基礎資料を収集した際，各廨では車両の運転日報については，

その取扱方法も統一されていず，日報記入によって車両の運行状況を把握していたのは，

各廨のうち50％にすぎず，その資料の提出については，各廳運転担当者のメモあるいは記

憶に頼っての推計のもとに記入されたものであり，その信ぴょう性には疑問の点がある。

集中管理実施後の実績（走行粁）が，実施前より低いという点は，発足当時あのように車

両を酷使運用した多忙さを考えると，集中管理前の走行粁に不審がもたれるのである。

　従前の走行粁と実施後の走行粁を単に比較してみると，以前は車両並びに運転担当者は

常時深夜，土，日曜も返上して勤務していたと推定される。その内容には，相当な車両の

乱用による粁数増も含まれているのであるが，実施後はその防止策により，粁数減を生し

ていることは確実である。この結果によって年間相当額の燃料消費量その他の抑制が，行

なわれ，さらには運転担当者の労務管理上の万全な措置が可能になるといえるのではない

だろうか。

⑨今後の問題　これからの問題としては労務管理上の多角的考究が必要とされる。運転者

は日陰的存在である。仕事自体は働くことによって意欲を盛り立てていくことが肝要なの

だが，なにか運転担当者には，一般職員のような昇任制度やその他の種々な職制上の広い

世界もない。いいかえると，閉ざされた棚の中で循環しているような制度上の欠陥がある

ので，これらに付随する諸問題はできうる範囲で改善する必要があるのではないかと思

う。また供用自動車の効果的利用方法や，配車，車両整備については，運用内容を改善す

ることによって欠陥補正されねばならない。　　　　　　　　　　　　（総務局輸送事務所）
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